


2014 年度愛知大学法科大学院入試間題集

入試日程 C 日程 出題科目名 憲法

1. 出題の意図

成年被後見人の選挙権を一律に剥奪する公職選挙法 11 条 1 項 1 号について東京地裁は、選挙

権を制限できるのは 「やむを得ない事由がある極めて例外的な場合に限られる」として違憲判決

を下し（平成 25 年3月 14 日）、国会は当該規定を削除する改正を施した。 公民権停止条項に関

連して、 受刑者の選挙権を制限する同項2号について、 「やむを得ない事由」があるか否かを問

うのが本間の趣旨である。

［解説］ 国民主権の原理を具体化する手段として、 国民が政治に参加する権利が憲法 15 条

などで保障されている。 最高裁も、 「選挙権は、 国民の国政への参加の機会を保障する基本的権

利として、議会制民主主義の根幹をなすもの」であるとしている（最大判昭和 51 年 4 月 14 日）。

このように政治参加の仕組み（選挙）が代表民主制の根幹をなすことから、 選挙権及びその行使

の機会は最大限尊重されるべきであり、その制限は必要やむを得ない場合でないかぎり認められ

ないとするきわめて強度の必要性が求められる。在外国民の選挙権の制約に関して最高裁は、「国

民の選挙権又はその行使を制限することは原則として許されず、国民の選挙権又はその行使を制

限するためには、そのような制限をすることがやむを得ないと認められる事由がなければならな

い」 として厳格な判断枠組みを示した （最大判平成 17 年9月 14 日）。

いかなる場合に必要最小限度の制限として正当化されるのか、が間題となる。選挙犯罪を理由

として公民権停止になった者（公選法 252 条）について最高裁は、選挙の公正さを確保するとと

もに、 本人の反省を促すという規制目的を認めてその合憲性を是認した（最大判昭和 30 年2月

9日）。 それでは、 選挙犯罪者以外の一般刑事犯罪者の場合はどうか。 B弁護士は、 すべての受

刑者から選挙権を剥奪する公選法の規定は、選挙の公正と直接の関連性があるとはいえず、合憲

とする根拠は見出し難いと主張することができるだろう。 過失犯の受刑者もおり、犯罪行為の内

容もさまざまで、単に受刑者ということのみから、選挙権の行使により選挙の公正が直ちに害さ

れるとは考えられない。刑事施設内で未決収容者に不在者投票が認められており同様の投票方法

によって実施すれば選挙の公正さを確保することはできるはずであり、受刑者の投票の場合のみ

「事実上不能ないし著しく困難」とはいえないであろう。 一律に受刑者の選挙権を制限すること

に「やむを得ない事由」があるといえず、公選法 11 条 1 項 2 号は合理的根拠がなく憲法 15 条 1

項及び 3 項、43 条 1 項並びに 44 条但書に違反する、と考えられる。 このような違憲論に対して

は、 前述の平成 17 年大法廷判決が、 「やむを得ない事由」の例外として、 「 自ら選挙の公正を害

する行為をした者等」として 「等」を付してその範囲を広げているようにも読めることから、受

刑者の選挙権制約を許容する解釈も可能であろう。 その場合にも、選挙の公正を害する行為の事

例との関連性について説得力ある立論が求められる。（大阪地裁平成 25 年 2 月 6 日判決・大阪

高裁平成 25 年 9 月 27 S 判決参照）

2. 講評
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2014年度愛知大学法科大学院入試問題集

入試日程 C 13 程 出題科目名 刑法

1 . 出題の意図

主として刑法総論の基本的論点を組み合わせ，さほど長くない文章からそれらを読み取って適

切に処理する能力がどこまであるのかを判定しようとした。

甲は， 計画した一連の行為のうち， X (ことY)に自動車を軽く衝突させる行為しかしていな

い。そこで，この行為の時点までに殺人の実行の着手を認めうるかが問題となる。この点につき，

クロロホルム事件最高裁決定（最決平1 6·3·2 2刑集58 ·3·187)は， ①第1行為は

第2行為を確実かつ容易に行うために必要不可欠なものであったこと，②第1行為に成功した場

合， それ以降の殺害計画を遂行する上で障害となるような特段の事情が存しなかったこと，③第

1行為と第2行為との間の時間的場所的近接性等の要件によって，それ自体危険性の低い第1行

為の時点に（殺人罪の）実行の着手を認めている。 また， 本間設例の下敷きにした名古屋高判平

1 9 • 2• 1 6判夕1247·342も， 上記クロロホルム事件決定の要件をそのまま採用し，

自動車を衝突させる第1行為につき， 殺人罪の実行の着手を認めた。 当然， 本問の場合にも上記

の3要件の充足に問題はない（それについては， 根拠となる事情をしつかり挙げて論証するこ

と）。 そして， 本問のYは死亡していないので， 殺人未遂罪が成立する。

なお， その際甲は別人YをXだと勘違いしていた。 これはいわゆる客体の錯誤にあたるが， 錯

誤論で最も故意の成立を厳格に捉える具体的符合説すら， 「この」人を殺そうとして 「この」人

を殺しているため， その属性の相違は重要でないとして， 故意を認めるので， 本間の場合も， 見

解の如何にかかわらず， Yに対する甲の殺人の故意を認めることができよう。

さらに， 甲はYに対し悪いとの反省をし， 第2行為は一切行なわずに立ち去った。 そこで， 甲

の殺人未遂行為につき， 中止犯（中止末遂）の成否が問題となる。 ここで甲はYに対する反省・

悔悟の念を抱いているので，限定主観説によっても任意性を認めることができる（客観説からも，

通常一般人が中止すべき事情は特に見当たらないので， 任意性を肯定することができようか）。

また， この場合に要求される中止行為の内容であるが， 第1行為から第2行為に至る一連の実行

行為の途中であり， しかもこの当時においても， Yが死亡する危険性はさほど高くなかった（衝

突・負傷の軽微性ゆえ）ことから， 続行の中止（不作為による中止）で十分であり， 甲はYを病

院に連れて行く等の尽力は一切していないが， これでも中止行為としては十分ということにな

る。

よって， 甲には殺人未遂罪（刑法203, 199条）が成立するが， 中止犯（同43条但書）

として刑の必要的減免の恩典を受ける。

2. 講評

これまでの本科目試験と比べても極々基本的・入門的にした設間であったが， 逆に受験者の基

本的理解の不十分さを露呈する格好になったようである。 上記クロロホルム事件決定について，

いずれの答案もまったくご存じなかったようであるが， 重要判例だけに残念だった。 また， いず

れの答案も中止犯の間題にまった＜触れていなかったのも意外だった。時間的余裕は十分あった
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2014年度愛知大学法科大学院入試間題集

入試日程 C日程 出題科目名民法

1. 出題の意図

異議なき承諾による抗弁の切断と抵当権の復活の是非を間うものである。 YのXに対する

1000万円の貸金債権は、 Xの弁済により消滅し、 抵当権の付従性により、 甲上地の抵当権も消

滅しているところ、 Yは 右貸金債権をZに譲渡してしまった。 民法468条2 項によると、 債務

者は債権譲渡の通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗すること

ができることから（抗弁の接続）、 本来、 Xは弁済による債権消滅の抗弁をZにも主張すること

ができるはずであるが、 Xは異議なき承諾をしているため、 民法468条l項により、 右抗弁事

由を譲受人に対抗できなくなる（抗弁切断効）。 もっとも、 同条項は、 抗弁切断効が生じるため

の譲受人の主観的要件について定めていないことから、 これをどのように考えるか問題となる

も、同条項の趣旨を、異議なき承諾によって抗弁事由の付着がないものと信頼した譲受人を保護

し、 もって債権取引の安全を図ることにあると解すると（公信説）、 譲受人には抗弁事由につい

て善意であることが要求されると解するのが判例である。 なお、 譲受人の保護要件については、

譲受人は保護に値する信頼をしていることが必要であるとして善意無過失まで要求する説、善意

無重過失を要求する説など、見解が分かれているが、どの見解でも論旨が通っていればよい。 本

間では、Zの主観は不明なので、Zが善意であれば、弁済による債権消滅の抗弁はZに接続され

ないことになり、 ZはXに貸金債権の弁済を請求できる。

以上から、いったん弁済によって消滅した貸金債権がZとの関係では消滅しないものとして扱

われることになるので、恰も貸金債権が復活したように見える。 では、 右債権を担保していた抵

当権も復活するのか。 468条1項は債権法の規定であって、異議なき承諾による抵当権の帰趨に

ついて定めたものではないから、468条1項から直ちに抵当権の復活を導き出すことはできない。

そこで、抵当権復活により不利益を受ける抵当権設定者と、抵当権の消滅によって不利益を受け

る譲受人の双方の利益状態を総合的に考慮して、 抵当権の復活の是非を検討しなければならな

い。 譲受人Zは、担保権つきの債権と信じて債権譲渡を受けていることから、 そのようなzの信

頼を保護する必要があることは先の議論と変わらない。 一方で、抵当権設定者が債務者Xである

場合には、自らの落ち度によってした異議なき承諾をした以上、抵当権の復活の不利益を受けて

もやむを得ないといえる。 従って、 甲士地がX所有の場合には、異議なき承諾によってZとの関

係ではYのXに対する貸金債権が消滅しなかったものとして扱われる結果、右債権を担保するた

めについていた抵当権も消滅しなかったものとして扱われ、YからZへの債権譲渡に伴い、抵当

権も付従してZに移転したと考えるべきである。 これに対して、 甲が物上保証人T所有の場合、

z の利益が保護されるべきことは、先の場合と変わりはないものの、Tは異議なき承諾をした張

本人ではない。 Tは異議なき承諾に何ら関与していないにもかかわらず、Xの弁済によりいった

ん解放された物上保証人としての責任を、Xの異議なき承諾により再び課されるのは、Tの利益

を著しく害することになるので、 Tとの関係では抵当権は復活しないと考えるべきである。
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2014年度愛知大学法科大学院入試間題集

入試日程 C日程 出題科目名 民事訴訟法

1. 出題の意図及び解説

本問は、既判力の理解を問う問題である。 すなわち、本間において、XはYに対して本件士地

の所有権確認訴訟を提起し、勝訴し、かつ、確定していることから、X勝訴判決には既判力（民

事訴訟法（以下、法という。） 1 1 4条）が生じている。 そして、既判力は、原則として、訴訟

物に対して発生することから、その具体的内容は、Xに本件土地の所有権が存在することである

（もちろん事実審の口頭弁論終結時を基準とする。）。 また、既判力の作用には、既判力の生じた

判断に反する主張・立証を当事者はすることができず、裁判所も既判力に反した主張・立証を排

斥するという消極的作用と後訴裁判所は既判力の生じた判断を前提として判断しなければなら

ないという積極的作用がある。

そして、小間(1)では、YがXに対して本件士地の所有権確認訴訟を提起しており、 また、

小間(2)では、YがXに対して本件建物の収去及び本件上地の明渡しを求めて訴訟を提起して

いる。 これらの訴訟が、前訴判決の既判力に矛盾しないかということが問題となる。

小問(1)については、前訴判決では、Xに本件士地の所有権が存在することが確定されてい

るのに対し、後訴であるYのXに対する所有権確認訴訟の訴訟物は、Yの本件土地の所有権であ

り、訴訟物は異なる。 しかし、既判力が作用する場面は、訴訟物が同一の場合に限られるわけで

はなく、訴訟物が矛盾関係にある場合、先決関係にある場合にも作用すると解されている。

そして、小問(1)の前訴と後訴の両訴訟物は、一物一権主義の下では、本件士地の所有権は

X又はYのいずれか一方にしか認められないことから、矛盾関係にある。

従って、前訴判決の既判力が後訴に及ぶため、裁判所は、前訴判決の内容を前提に判断するこ

とになり、 Yが前訴判決の基準時後に本件士地の所有権を取得した事実を主張立証しない限り、

請求棄却判決をすべきである。

次に小間(2)については、後訴の訴訟物は所有権に基づく返還請求権であることから前訴の

訴訟物とは異なる。 しかし、前訴の訴訟物である所有権は、所有権に基づく返還請求権の前提と

なる権利（返還請求権は所有権から派生する権利）であり、先決関係が認められる。 また、Xの

所有権とYの所有権とが矛盾関係にあることは小問(1)で記述したとおりである。

従って、前訴判決の既判力が後訴に及ぶため、裁判所は、前訴判決の内容を前提に判断するこ

とになり、Yが前訴判決の基準時後に本件上地の所有権を取得した事実を主張立証しない限り、

請求棄却判決をすべきである。

2. 講評

本間においては、小間(1)及び小問(2)の問題がいずれも既判力の作用に関する間題であ

ることに気がついていない答案が多数であった。 また、既判力の間題であることに気がついたと

しても「作用」の問題であることを理解できていた者はいなかった。

既判力は、民事訴訟法の最重要概念の一つであり、既習者であれば当然理解しているべき事項

である。 受験生は、 民事訴訟法の基本概念の習得に力を注ぐべきである。
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2014 年度愛知大学法科大学院入試間題集

入試日程 cs 程 出題科目名 商法

1. 出題の意図

本間は、少数株主がいかなる理由に基づき株主総会の決議の瑕疵を争うことができるかについ

て問う問題である。株主総会は、会社の基本的事項に関し株決議することによって会社の意思を

決定する機関である。株主は会社の構成員としてその決議に瑕疵がある場合には、決議の効力を

否定することができるが、いったん成立した団体の意思をもとに会社の行為をめぐる法律関係が

形成されるため、決議の効果を覆すには慎重に検討する必要がある。会社法でも、決議の瑕疵に

対し取消事由、 無効事由および不存在事由に分けて対応している。

本間では、まず、Cが保有株式すべてをFに譲渡しているので、すでに株主でなくなっている

が、Cに招集通知が発せられ、しかも総会に参加している。そこで、①非株主による総会参加お

よび議決権行使が総会決議の取消事由になるか否か間題となる。実質株主Fは、甲社に対し名義

書換詰求をしているにもかかわらず、 甲社A はこれを失念しているというのであるから、 たと

え株主名簿の名義書換えが行われていなくても F は株主として会社に対抗できるものと思われ

る。そうだとすれば、招集手続または決議の方法に法令違反があり、本件総会には、取消事由が

存することになる（会社831条1項1号）。

②甲社は公開会社であるから、本件総会は、総会会日の2週間前までに招集通知が発せられな

ければならないが（会社299条1項）、1週間前に発せられており、 これもまた招集手続の法令

違反ということになる。③児童図書事業の譲渡については、取締役 A が 100%株式を所有する乙

社に譲渡するものであって、Aは特別利害関係株主ということになる。そして、Xらの組合活動

を嫌って乙社で児童図書事業を継続しようとする意図、著しく廉価で売却しようとする意図が窺

われる。 このように意図的にX に不利益を及ぼそうとする決議がある場合には、著しく不当な

決謡がなされたと考えてよいだろう（会社831条1項3号）。 少なくとも①ないし③は取消事由

になる可能性が高い。本件総会の決議に影響を及ぼさなかった可能性もあるが、いずれも瑕疵が

軽微であるとはいえず、裁判所は裁量によって棄却できない（会社831条2項）。

なお、役員報酬増額の決議については、これだけを取り出して、特別利害関係株主による著し

く不当な決議と考えることはできないだろう。間題文の事実のみでは、報酬の増額が著しく不当

とはいえない。

2. 講評

残念ながら、総会決議の瑕疵について何が瑕疵にあたるのか、これを争う方法についてきちん

と理解している答案はなかった。組織体の意思決定に関する基本的な間題であるだけに、決議取

消事由と、 決議取消しの訴えについて正しく理解してほしい。
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